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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　不揮発性メモリ（ＮＶＭ）デバイスであって、
　データを格納するためのＮＶＭアレイと、
　制御された電力遮断コマンドをホストコントローラから受信するための、前記ＮＶＭア
レイに結合されたコマンド・インターフェースと、
　前記ＮＶＭデバイスがバックグラウンド動作を実施しているかどうかを示す情報を格納
するための、前記ＮＶＭアレイに結合された状況レジスタ・ユニットと、を含み、
　前記情報は前記制御された電力遮断コマンドが受信された後前記ホストコントローラに
よって読まれるようになっており、かつ前記ＮＶＭデバイスが前記バックグラウンド動作
を実施していると判断される場合に、供給電力の損失より前に前記制御された電力遮断コ
マンドに応答して前記ＮＶＭデバイスが前記バックグラウンド動作を安全に一時停止する
ようになっており、
　前記ＮＶＭデバイスは前記供給電力が再供給された後前記停止されたバックグランド動
作を完了するようになっており、かつ前記コマンド・インターフェースは、前記制御され
た電力遮断コマンドに応答して、状況レジスタを通してメモリ肯定応答を前記ホストコン
トローラに送るように構成されているデバイス。
【請求項２】
　前記バックグラウンド動作は、前記供給電力の損失に先立って、安全に自動的に一時停
止されることを特徴とする、請求項１に記載のデバイス。
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【請求項３】
　前記バックグラウンド動作は、メモリアレイのリフレッシュ又はウェアレベリング・ア
ルゴリズムをさらに含むことを特徴とする、請求項１に記載のデバイス。
【請求項４】
　前記状況レジスタ・ユニットは、前記ＮＶＭデバイスが前記バックグラウンド動作を安
全に一時停止又は完了したかどうかを示す情報を格納するように構成されたことを特徴と
する請求項１に記載のデバイス。
【請求項５】
　前記状況レジスタ・ユニットは、前記供給電力の復旧時に前記一時停止されたバックグ
ランド動作を再開する際に前記ＮＶＭデバイスによって用いられる情報を格納するように
構成されたことを特徴とする、請求項１に記載のデバイス。
【請求項６】
　データ処理デバイスであって、
　１つ又はそれ以上のプロセッサコアを有する処理ユニットと、
　不揮発性メモリ（ＮＶＭ）デバイスを有する、前記処理ユニットに結合されたシステム
メモリとを含み、前記不揮発性メモリ（ＮＶＭ）デバイスは、
　データを格納するためのＮＶＭアレイと、
　制御された電力遮断コマンドを前記処理ユニットから受信するための、ＮＶＭアレイに
結合されたコマンド・インターフェースと、
　前記ＮＶＭデバイスがバックグラウンド動作を実施しているかどうかを示す情報を格納
するための、前記ＮＶＭアレイに結合された状況レジスタ・ユニットと、
を含み、
　前記情報は前記制御された電力遮断コマンドが受信された後前記処理ユニットによって
読まれるようになっており、かつ前記ＮＶＭデバイスが前記バックグラウンド動作を実施
していると判断される場合に、供給電力の損失より前に前記制御された電力遮断コマンド
に応答して前記ＮＶＭデバイスが前記バックグラウンド動作を安全に一時停止するように
なっており、
　前記ＮＶＭデバイスは前記供給電力が再供給された後前記停止されたバックグランド動
作を完了するように構成されており、前記コマンド・インターフェースは、前記制御され
た電力遮断コマンドに応答して、状況レジスタを通してメモリ肯定応答を前記処理ユニッ
トに送るように構成されていることを特徴とするデータ処理デバイス。
【請求項７】
　前記バックグランド動作が安全に完了された又は一時停止された後に前記ＮＶＭデバイ
スから前記供給電力を除去するための、前記処理ユニットに結合された電力管理ユニット
をさらに含むことを特徴とする、請求項６に記載のデータ処理デバイス。
【請求項８】
　前記データ処理デバイスは、
　無線信号を受信するための、前記処理ユニットに結合された送受信機をさらに含む無線
通信デバイスであることを特徴とする、請求項６に記載のデータ処理デバイス。
【請求項９】
　ホストコントローラを用いて、制御された電力遮断コマンドをメモリデバイスに出力し
、
　ホストコントローラを用いて、前記メモリデバイスの状況レジスタ・ユニットを読み取
り、
　前記メモリデバイスがバックグランド動作を実行しているかどうかを示す情報を格納す
る、前記メモリデバイスの状況レジスタ・ユニットの読み取りに基づいて、ホストコント
ローラを用いて、前記メモリデバイスがバックグランド動作を実行しているかどうかを判
断し、
　前記メモリデバイスが前記バックグラウンド動作を実施していると判断される場合に、
コマンド・インターフェースを用いて、前記制御された電力遮断コマンドに応答して状況
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レジスタを通してメモリ肯定応答を前記ホストコントローラに送ると共に、メモリデバイ
スを用いて、前記制御された電力遮断コマンドに応答して前記バックグラウンド動作を安
全に一時停止し、
　電力管理ユニットを用いて、安全に電力供給を除去し、
　その後、電力管理ユニットを用いて、前記メモリデバイスに前記供給電力を再供給し、
　前記メモリデバイスへの供給電力の再供給の後、メモリデバイスを用いて、停止された
バックグランド動作を完了する、ステップを含むことを特徴とする、方法。
【請求項１０】
　前記「ホストコントローラを用いて、制御された電力遮断コマンドをメモリデバイスに
出力する」ステップは、電力損失イベントの検出に応答して、前記ホストコンとローラを
用いて、制御された電力遮断コマンドをメモリデバイスに出力するステップを含むことを
特徴とする、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記「コマンド・インターフェースを用いて、前記制御された電力遮断コマンドに応答
して状況レジスタを通してメモリ肯定応答を前記ホストコントローラに送ると共に、メモ
リデバイスを用いて、前記制御された電力遮断コマンドに応答して前記バックグラウンド
動作を安全に一時停止する」ステップは、前記制御された電力遮断コマンドに応答して前
記メモリデバイスから前記コントローラにおけるメモリ肯定応答を受信するステップ、又
は、前記バックグランド動作を安全に一時停止する前又は該バックグランド動作を完了す
る前に一定の時間待つステップを含むことを特徴とする、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記「前記メモリデバイスがバックグランド動作を実行しているかどうかを示す情報を
格納する、前記メモリデバイスの状況レジスタ・ユニットの読み取りに基づいて、ホスト
コントローラを用いて、前記メモリデバイスがバックグランド動作を実行しているかどう
かを判断する」ステップにおいて、前記メモリデバイスが前記バックグランド動作を実行
していないと判断された場合、電力管理ユニットを用いて、前記供給電力が安全に除去さ
れることを特徴とする、請求項９に記載の方法。
【請求項１３】
　前記メモリデバイスは、前記メモリデバイスの前記状況レジスタ・ユニットを読み取る
まで、前記バックグランド動作を認識する前記ホストコントローラなしで、前記バックグ
ラウンドタスクを実施するように構成されている、請求項９に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、一般に、不揮発性メモリを有するデバイスにおける電力損失を制
御する分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
　コンピュータ、携帯電話、スマートフォン、携帯情報端末（ＰＤＡ）及び他の電子デバ
イスは、制御可能な電力を失う場合がある。例えば、バッテリ電源が徐々に放電して、デ
バイスを遮断するレベルに達することがある。こうしたデバイス内に配置された不揮発性
メモリは、コントローラが認識することなく開始され実行されるバックグラウンド動作を
実施することができる。バックグラウンド動作の例は、電圧応力又は温度応力に起因する
セルレベルのドリフトから回復するように、メモリアレイのコンテンツが周期的に書き換
えられる、メモリアレイのリフレッシュである。別の例は、内蔵されたウェアレベリング
・アルゴリズムの実装である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　電子デバイスにおける電力損失に対する従来の手法は、結果として電力供給の除去をも
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たらし、このことは、バックグラウンドタスクの完了を中断し、危険にさらす。後に電力
が復旧されたとき、バックグラウンド動作の中断がデータの完全性の問題又は信頼性の問
題をもたらすことがある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　電力損失を制御するための方法及びデバイスがここに説明される。１つの実施形態にお
いて、この方法は、コントローラにより制御された電力遮断コマンドを出すことを含む。
この方法は、メモリデバイスがバックグラウンド動作を実行しているかどうかを判断する
ことを含む。この方法は、メモリデバイスがバックグラウンド動作を実行している場合に
、バックグラウンド動作を安全に一時停止（ｓｕｓｐｅｎｄ）すること、又は、バックグ
ラウンド動作を完了することを含む。この方法は、供給電力を安全に除去することを含む
。
【０００５】
　供給電力が後に復旧されたときに、一時停止されたバックグラウンド動作を再開するこ
とができる。バックグラウンド動作は、メモリアレイのリフレッシュ又はウェアレベリン
グ・アルゴリズムを含むことができる。一時停止されたバックグラウンド動作を安全に完
了し又は再開することにより、従来の手法と比較してメモリの信頼性及びデータの完全性
が向上する。
【０００６】
　本発明の１つ又はそれ以上の実施形態は、例として示されるものであり、同様の参照番
号が類似の要素を示す添付図面の図に制限されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】１つの実施形態による、制御可能な電力損失対処能力を有するデータ処理デバイ
スを示す。
【図２】１つの実施形態による、電力管理ユニットに結合された不揮発性メモリ（ＮＶＭ
）デバイスを示す。
【図３】１つの実施形態による、制御可能な電力損失対処能力を有する無線通信デバイス
を示す。
【図４】１つの実施形態による、制御された電力遮断シーケンスを実行するための方法を
示す。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　図１は、１つの実施形態による制御可能な電力損失対処能力（ｃｏｎｔｒｏｌｌａｂｌ
ｅ　ｐｏｗｅｒ　ｌｏｓｓ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ）を有するデータ処理デバイスを示す
。データ処理デバイス１００は、第１及び第２のプロセッサコア１１６及び１１８を有す
る処理ユニット１１０、ホストコントローラ１１９、並びに処理ユニット１１０に結合さ
れたシステムメモリ１２０を含む。ホストコントローラ１１９は、処理ユニット１１０の
内部にあっても、又は処理ユニット１１０の外部にあってもよい。第１及び第２のプロセ
ッサコア１１６及び１１８は、それぞれ、内蔵された不揮発性メモリ１３０及び１３２を
含む。システムメモリ１２０は、不揮発性メモリ（ＮＶＭ）デバイス１２２及び種々の形
式のメモリ（例えば、ＤＲＡＭ１２４、ＲＡＭ１２６、ＲＯＭ１２８）を含む。ＮＶＭデ
バイス１２２は、バックグラウンド動作を実施し、データを格納するための不揮発性メモ
リアレイ２２０を含む。ＮＶＭデバイス１２２はまた、１つ又はそれ以上のレジスタを有
する状況レジスタ・ユニット２３０と、コマンド・インターフェース２４０とを含む。Ｎ
ＶＭデバイス１２２は、図２と併せてより詳細に説明される。
【０００９】
　図２は、１つの実施形態による、電力管理ユニット２０２に結合されたＮＶＭデバイス
１２２を示す。ＮＶＭデバイス１２２は、バックグラウンド動作（例えば、メモリアレイ
のリフレッシュ、内蔵されたウェアレベリング・アルゴリズム）を実施し、データを格納
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するための不揮発性メモリ（ＮＶＭ）アレイ２２０（例えば、ＮＡＮＤフラッシュ技術、
ＮＯＲフラッシュ技術、ＰＣＭ技術に基づいた）を含む。ＮＶＭデバイス１２２はまた、
１つ又はそれ以上のレジスタを有する状況レジスタ・ユニット２３０と、コマンド・イン
ターフェース２４０とを含む。コマンド・インターフェース２４０は、ＮＶＭアレイ２２
０に結合され、処理ユニット２０４に結合された又はその内部に配置されたコントローラ
２０６から、制御された電力遮断コマンドを受信する。コントローラ２０６は、メモリバ
ス２０８を介してＮＶＭデバイス１２２に結合される。コマンド・インターフェースは、
有限状態機械として実装することができ、モードレジスタ（例えば、状況レジスタ・ユニ
ット２３０）、又は、ＮＶＭアレイ２２０内にマッピングされた１組のレジスタと関連付
けられたオーバーレイウィンドウ内のレジスタを含むことができる。ＮＶＭアレイ２２０
に結合された状況レジスタ・ユニット２３０は、ＮＶＭデバイス１２２がバックグラウン
ド動作を実施しているかどうかを示す情報を格納する。ＮＶＭデバイス１２２は、制御さ
れた電力遮断コマンドをコントローラ２０６から受信したときに、ＮＶＭデバイス１２２
がバックグラウンド動作を実施している場合、供給電力の損失に先立って、バックグラウ
ンド動作を安全に一時停止するか、又はバックグラウンド動作を完了する。
【００１０】
　１つの実施形態において、バックグラウンド動作は、供給電力の損失に先立って、安全
に完了されるか、又は自動的に一時停止される。ＮＶＭデバイス１２２は、電力が復旧さ
れた後に、一時停止されたバックグラウンド動作を完了するように構成される。
【００１１】
　１つの実施形態について、状況レジスタは、制御された電力遮断コマンドに応答して、
メモリ肯定応答をコントローラ２０６に与える。コントローラ２０６がメモリ肯定応答を
受信した後、電力管理ユニット２０２は、ＮＶＭデバイス１２２からの電力の除去に進む
ことができる。代替的に、コントローラ２０６が一定の期間内にメモリ肯定応答を受信し
なかった場合、コントローラ２０６は、続けて、電力管理ユニット２０２にＮＶＭデバイ
ス１２２から電力を除去させることができる。一定の期間とは、ＮＶＭデバイス１２２が
、バックグラウンド動作を一時停止又は完了するのに十分な時間である。状況レジスタ・
ユニット２３０は、ＮＶＭデバイス１２２がバックグラウンド動作を安全に一時停止又は
完了したかどうかを示す情報を格納する。状況レジスタ・ユニット２３０はまた、供給電
力の復旧時に一時停止されたバックグラウンド動作を再開する際に、ＮＶＭデバイス１２
２によって使用される情報も格納する。幾つかの実施形態において、ＮＶＭデバイス１２
２は、ＮＶＭデバイス１２２の状況レジスタ・ユニット２３０を読み取るまで、バックグ
ラウンド動作を認識するコントローラ２０６なしで、バックグラウンドタスクを実施する
。１つの実施形態において、ＮＶＭデバイスは集積回路デバイスである。
【００１２】
　図３は、１つの実施形態による、制御可能な電力損失対処能力を有する無線通信デバイ
スを示す。無線通信デバイス３００は、該無線通信デバイス３００が処理ユニット３１０
に結合された送受信機３１２も含むことを除いて、データ処理デバイス１００に類似して
いる。送受信機３１２は、アンテナ３１４で無線信号を受信し、送信機３６０及び受信機
３６２を含む。この無線の実施形態に示されるように、通信デバイス３００は、無線によ
り他の無線通信デバイスと通信するのを可能にするための１つ又はそれ以上のアンテナ構
造体３１４を含む。従って、通信デバイス３００は、携帯電話デバイス又は無線ネットワ
ーク内で動作するデバイスとして動作することができる。通信デバイス３００の同じプラ
ットフォーム内に配置された無線サブシステムは、ＲＦ／位置空間における異なる周波数
帯域と通信する能力を、ネットワーク内の他のデバイスに与える。本発明の範囲は、通信
デバイス３００が用いることができる通信プロトコルの形式、数、又は周波数によって制
限されないことを理解するべきである。
【００１３】
　実施形態は、アンテナ構造体３１４を送受信機３１２に結合して、変調／復調に適合さ
せることを示す。一般に、アナログ・フロントエンド送受信機３１２は、独立型無線周波
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数（ＲＦ）の別個の離散又は集積アナログ回路とすることができ、或いは、送受信機３１
２を、１つ又はそれ以上のプロセッサコア３１６及び３１８を有するプロセッサに埋め込
むことができる。複数のコアにより、コア全体にわたって処理の作業負荷を共有し、ベー
スバンド機能及びアプリケーション機能を処理することが可能になる。インターフェース
を使用して、プロセッサとシステムメモリ３２０内の記憶装置との間に通信又は情報を提
供する。本発明の範囲はこの点に制限されるものではないが、インターフェースは、プロ
セッサとシステムメモリ３２０との間にハンドシェイキングを提供するために用いられる
制御信号ラインと共に情報を共有するために、シリアルバス及び／又はパラレルバスを含
むことができる。
【００１４】
　システムメモリ３２０を随意的に用いて、無線通信デバイス３００の動作中、プロセッ
サによって実行される命令を格納することができ、また、システムメモリ３２０を用いて
、メッセージが無線通信デバイス３００によって伝送されるとき、又は実際のデータが伝
送されるときの条件のようなユーザデータを格納することができる。例えば、システムメ
モリ３２０内に格納された命令を使用して、無線通信を実行し、通信デバイス３００のた
めの安全機能を与え、スケジュール調整、ｅメール、インターネットの閲覧等のユーザ機
能を与えることができる。
【００１５】
　システムメモリ３２０は、１つ又はそれ以上の異なる形式のメモリによって提供するこ
とができ、随意的なＤＲＡＭ、ＲＡＭ及び／又はＲＯＭ、並びに、ＮＶＭアレイ２２０を
有するＮＶＭデバイス１２２を含むことができる。ＮＶＭアレイ２２０は、相変化材料を
含むことができる。ＮＶＭアレイ２２０は、相変化メモリ（ＰＣＭ）、相変化ランダム・
アクセス・メモリ（ＰＲＡＭ又はＰＣＲＡＭ）、Ｏｖｏｎｉｃ　Ｕｎｉｆｉｅｄ　Ｍｅｍ
ｏｒｙ（ＯＵＭ）、又はカルコゲナイド・ランダム・アクセス・メモリ（Ｃ－ＲＡＭ）と
呼ぶことができる。ＮＶＭアレイ２２０は、フラッシュメモリ（例えば、ＮＯＲ、ＮＡＮ
Ｄ）を含むことができる。
【００１６】
　ＮＶＭデバイス１２２はまた、１つ又はそれ以上のレジスタを有する状況レジスタ・ユ
ニット２３０と、コマンド・インターフェース２４０とを含む。ＮＶＭデバイス１２２は
、図２と併せて上記により詳細に説明される。
【００１７】
　揮発性メモリ及び不揮発性メモリを、スタッキングプロセスで組み合わせて基板上のフ
ットプリントを減少させ、別個にパッケージ化し、又はプロセッサの上部に配置されたメ
モリ・コンポーネントと共にマルチチップ・パッケージ内に配置することができる。実施
形態はまた、プロセッサコアのうちの１つ又はそれ以上を不揮発性メモリ３３０及び３３
２と共に埋め込むことができることも示す。
【００１８】
　図４は、１つの実施形態による、制御された電力遮断シーケンスを実行するための方法
を示す。方法は、ブロック４０２において発生すると予想される制御された電力損失イベ
ントを検出することを含む。例えば、メモリデバイス（例えば、ＮＶＭデバイス）に結合
されたホストコントローラは、バッテリ電源が完全な放電状態に近づいており、よってデ
バイスの遮断を要求していることを検出することができる。方法は、ブロック４０４にお
いて、電力損失イベントの検出に応答して、ホストコントローラを用いて制御された電力
遮断コマンドをメモリデバイスに出すことを含む。方法は、ブロック４０６において、メ
モリデバイスの状況レジスタ・ユニットを読み取ることを含む。方法は、ブロック４０８
において、メモリデバイスが動作を実行しているかどうかを判断することを含む。メモリ
デバイスが動作を実行していない場合には、ブロック４１０において、電力供給が安全に
除去される。
【００１９】
　メモリデバイスが動作を実行している場合には、状況レジスタ・ユニットにアクセスし
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て、動作をいつ完了又は一時停止させるかを決定することができる。方法は、ブロック４
１２において、制御された電力遮断コマンドに応答して、メモリデバイスからホストコン
トローラにおいてメモリ肯定応答を受信すること、或いは、バックグラウンド動作を安全
に一時停止する前又はバックグラウンド動作を完了する前に一定時間待つことを含む。方
法は、ブロック４１４において、メモリデバイスがバックグラウンド動作を実行している
場合、バックグラウンド動作を安全に一時停止する又はバックグランド動作を完了するこ
とを含む。方法は、制御された電力遮断コマンドの受信時にメモリデバイスがバックグラ
ウンド動作を実施していたとしても、ブロック４１６において、供給電力を安全に除去す
ることを含む。方法は、ブロック４１８において、メモリデバイスへの電力を後で復旧す
ることを含む。方法は、ブロック４２０において、適用可能な場合には、メモリデバイス
への電力を復旧した後、一時停止されたバックグラウンド動作を完了することを含む。
【００２０】
　詳細な説明の幾つかの部分は、コンピュータメモリ内のデータビット又は２値デジタル
信号の動作のアルゴリズム及び記号的表現に関して表される。これらのアルゴリズム記述
及び表現は、データ処理技術の当業者が、他の当業者にその仕事の内容を伝えるのに使用
する技術とすることができる。
【００２１】
　アルゴリズムは、ここでは、一般的に、所望の結果をもたらす首尾一貫した行為又は動
作のシーケンスであると考えられる。これらは、物理量の物理的操作を含む。通常、必ず
しもではないが、これらの量は、格納され、転送され、組み合わされ、比較され、他の方
法で操作することができる電気信号又は磁気信号の形態をとる。主として一般的な慣習上
、時として、これらの信号をビット、値、要素、記号、文字、用語、数字等と呼ぶことが
便利であることが分かっている。しかしながら、これら及び類似した用語の全ては、適切
な物理量と関連付けられるべきであり、これらの量に適用される便利なラベルにすぎない
ことを理解すべきである。
【００２２】
　特にことわらない限り、明細書全体にわたって、「処理」、「コンピューティング」、
「計算」、「判断」等のような用語を用いる説明は、コンピューティング・システムのレ
ジスタ及び／又はメモリ内の、電子量のような物理量として表されるデータを、コンピュ
ーティング・システムのメモリ、レジスタ又は他の情報格納部、伝送又は表示装置内の物
理量として同様に表される他のデータに操作及び／又は変換する、コンピュータ又はコン
ピュータ・システム、或いは類似した電子コンピューティング・デバイスの動作及び／又
はプロセスを示すことが理解される。
【００２３】
　本発明の実施形態は、本明細書での動作を実行するための装置を含むことができる。装
置は、所望の目的のために特に構築することができ、又はデバイス内に格納されたプログ
ラムによって選択的に作動又は再構成される汎用コンピューティング・デバイスを含むこ
とができる。このようなプログラムは、これらに限定されるものではないが、フロッピー
ディスク、光学ディスク、コンパクトディスク読み取り専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、光
磁気ディスク、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）
、電気的プログラマブル読み取り専用メモリ（ＥＰＲＯＭ）、電気的消去可能プログラマ
ブル読み取り専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、磁気又は光学カード、或いは、電子命令を格
納するのに好適であり、かつ、コンピューティング・デバイスのためにシステムバスに結
合することが可能な他のあらゆる形式の媒体を含む、任意の形式のディスクのような記憶
媒体上に格納することができる。
【００２４】
　本明細書に提示されるプロセス及び表示は、本質的に、いずれの特定のコンピューティ
ング・デバイス又は他の装置に関連するものではない。種々の汎用システムを、本明細書
での教示に従ったプログラムと共に用いることができ、或いは、所望の方法を実行するた
めに、より特化した装置を構築することが便利であることが分かっている。種々のこれら
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のシステムのための所望の構造は、下記の説明から明らかになるであろう。さらに、本発
明の実施形態は、任意の特定のプログラミング言語を参照して説明されてはいない。種々
のプログラミング言語を用いて、本明細書に記載される本発明の教示を実施できることが
理解されるであろう。さらに、本明細書に説明される動作、能力及び特徴を、ハードウェ
ア（離散回路又は集積回路）及びソフトウェアの任意の組み合わせを用いて実施できるこ
とを理解すべきである。
【００２５】
　上記の説明は、限定ではなく、例示を目的としていることを理解すべきである。当業者
には、上記の説明を読んで理解するときに、多くの他の実施形態が明らかになるであろう
。従って、本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲を参照することにより、このような特
許請求の範囲が権利を有する同等物の完全な範囲と共に決定されるべきである。
【符号の説明】
【００２６】
１００：データ処理デバイス
１１０、２０４、３１０：処理ユニット
１１６、３１６：第１のプロセッサコア
１１８、３１８：第２のプロセッサコア
１１９、３１９：ホストコントローラ
１２０、３２０：システムメモリ
１２２：不揮発性メモリ（ＮＶＭ）デバイス
１３０、１３２、３３０、３３２：内蔵された不揮発性メモリ
２０２：電力管理ユニット
２０３：電力供給
２０６：コントローラ
２０８：メモリバス
２２０：不揮発性メモリ（ＮＶＭ）アレイ
２３０：状況レジスタ・ユニット
２４０：コマンド・インターフェース
３００：無線通信デバイス
３１４：アンテナ
３１２：送受信機
３６０：送信機
３６２：受信機
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